
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ずは、宇陀市とのまちづくり連携協定に

ついて質問します。 

私の地元である宇陀市においても、４地区で、まちづ

くりに取り組むとした包括協定が県と結ばれており、

県と宇陀市がともに課題と向き合う事を約束して、ま

ちづくりを進めておられます。 

このような「まちづくり連携協定」はテーマが異なる

としても、奈良県と各自治体と締結されており、各市

町村長様方の関心の的であります。「まちづくり連携

協定」を結んであるにもかかわらず、市町村が一方的

に事業推進を取りやめる宣言をされることを、県は納

得されるのか、他の事業に影響を及ぼさないのか等、

協定の重みを問われていることになると思います。 

また振り返れば、協定の当事者の片方である奈良県も

同格の自治体であり、そのようなことはなさらないと

思いつつも、奈良県から協定の順守を破棄する旨の発 

言がなされたとき、市町村はたちまち困ってしまうこ

とになります。 

たとえペナルティが無いにしろ協定と名がつく以上

公文書であり、自治体間の決め事として取り扱うのは

当然ではないでしょうか。 

宇陀市長は、宇陀市議会と議論する前に、協定の当事

者相手である奈良県に相談もしくは、協議を行うこと

が当たり前だと思いますが、市は方針の提案者であり、

市の責任者である市長から相談を受けておられるの

でしょうか。 

そこでまちづくり推進局長に伺います。 

県では、宇陀市とまちづくり連携協定を結んで共にま

ちづくりを進めておられますが、これまで宇陀市とど

のような検討されてこられたのか、また、宇陀市長が

宿泊事業者誘致断念や周辺の公園整備の規模縮小の

考えを示されたことについて、現市長から相談を受け

ておられるのか、今後県は、市とのまちづくり連携協

定を見直されるのか、お伺いします。 

総務部長に公文書のペーパーレス化

についてお伺いいたします。 

国会でペーパーレス化の動きが今年 6 月ごろから顕

在化しました。まずは衆議院で、そのあと参議院でも

ペーパーレス化について検討をされています。 

地方自治体の中で茨城県庁は決裁、ほぼ 100 パーセ

ント電子化。―ハンコよさらば―と報道されています。 

茨城県は先進的な 100 パーセント電子決裁とのこと

で、すでに、民間では電子決裁を行っている会社や団

体も多くあり、時代のすう勢だと思います。 

また、奈良県議会では、ＩＣＴを活用したペーパーレ

ス化勉強会を最近開いてくださいました。県内の自治

体ですでに取り入れている議会もあり、私たち議員の

課題でもあります。議会改革推進会議の試みに賛意を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表します。 

そこで、総務部長にお尋ねします。奈良県も積極的に、

電子決裁の導入を推進すべきと思いますが、これに対 

する県の考えについてお伺いいたします。 

質問する田中議員 

 

在宅医療・介護の連携推進 

高齢者が増加するなか、安心して在宅生活を送るため

には、増加する高齢者の医療・介護ニーズに対応した

適切な医療・介護サービスの提供体制を構築すること

が必要です。これらの課題は、介護サービスの提供体

制の整備については、市町村が介護保険事業計画に基

づき、自らの地域の実情に応じた取組を進めています。 

しかしながら過疎地域においては、介護サービスの提

供体制の整備が進んでいないというのが現状です。特

に訪問介護・訪問看護等の訪問系のサービスについて

は、採算性の問題から事業者の参入や定着が難しく、

また、24 時間の対応も困難と聴いています。 

一方、在宅医療を含む医療サービス提供体制について

は、在宅医の確保等市町村の取組だけでは解決が難し

い課題があり、県の積極的な取組や支援が求められて

いるところです。 

そこで、医療・介護保険局長にお伺いします。 

奈良県では、地域包括ケアシステムの構築にむけて、

在宅医療・介護の連携推進にどのように取り組んでい

るのでしょうか。 

県道吉野・室生寺・針線の改良事業

について、県土マネジメント部長にお伺いします。 

現在整備中の宇陀市室生、田口、元上田口から室生の

間の工区においては、今年度に工事に着手する予定と

聞いており、事業を進めていただきありがとうござい

ます。事業進捗のスピードアップを願うところです。 

そこで、現在の取組や今後の見通しについてお聞かせ

ください。  次に道路と河川についての要望です。 

国道 165 号については、リダンダンシー（代替手段）

としての役割を果たすためには、高規格化が是非必要 

と考えますので、奈良県と国で連携して検討等を進め 

 

 

 

 

 

 

ていただくよう要望いたします。 

又、県道上笠間、八幡、名張線の室生上笠間の農協近 

くの交差点から下笠間につながる道路は狭隘なため、

改良が待ち望まれています。この路線についても先般

の議会で質問させていただいておりますので、よろし

くお願いします。                   

さてそのほか、河川の堆積土砂除去については県全体

としての予算を確保されたことにより、宇陀地域にお

いて事業が促進されつつあるので感謝申し上げます。

しかし未だ残されたところも多く、今後もその推進に

努力されますようお願いします。また、児童や高齢歩

行者の交通安全対策や道路の維持管理についても要

望が多く出されています。ご理解いただくようお願い

します。        次に、学校におけるＩＣＴを

活用した教育について、教育長に、お伺いいたします。 

 学校教育の中でも、ＩＴ化を推進

することが求められています。全国と比較して、整備

の状況、授業での取組や指導する教員の実態はどのよ

うになっているか、お尋ねします。 

奈良県の教育界が、設備面や授業の方法で、他府県よ

り後れをとることは許されないと思っています。もち

ろん、先駆的な活動をしていただいている学校や先生

がおられることは確かであり、有難いことですが、全

体像としてとらえるならば、文部科学省が公表してい

るデータに基づくのが妥当だと思います。 

 議席のお手元に配布しております平成 30 年 10 月

に公表された、「学校教育における情報化の実態等に

関する調査」によりますと、「教育の情報化の実態に

係る主な指標」で奈良県の状況をみると、各市町村の

実態がかなり違い、いびつなグラフになっています。 

 県内の市町村立学校における、コンピュータ 1 台当

たりの児童生徒数においても、大きなばらつきがある

という報告がされています。奈良県全体としては、平

均 6.1 人に１台となっており、全国で 40 位となって

います。また、無線ＬＡＮ整備率は 46パーセントで、

全国で 13 位なのですが、実態としては、県内各地域

で格差が大きいと言わざるを得ません。 

コンピュータの操作は、自転車の運転と同じで、最初

は何か難しそうでも、なれればそんなに難しいもので

はありません。自分でやってみることが大事で、コン

ピュータの台数が足りないからという理由で、横で同

級生が操作しているのを見るだけでは、クラス全員の

操作がうまくなるわけではないと思います。 

 教育委員会は、学習指導要領の改訂や、奈良県教育

振興大綱の推進等、めまぐるしい変化に対応せねばな

らないのは理解しています。文部科学省の調査では、

奈良県の先生方のＩＣＴを使った授業の進め方につ

いても、最下位や最下位に近い結果がでております。 

そこで、教育長にお尋ねします。 

県教育委員会として、このような状況にあることを知

って、その対策をされていることと思いますが、低位

にあるのはなぜでしょうか。また、学校におけるＩＣ

Ｔ環境の整備について現状及び今後の見通しも含め

て示していただけますでしょうか。 
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県

議

会

報

告 
田
中
た
だ
み
つ
議
員
の
質
問
に
つ
い
て
、
担
当
部
長

か
ら
答
弁
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
答
弁
を
、
掲
載

し
ま
す 

宇
陀
市
と
の
街
づ
く
り
連
携
協
定
に
つ
い
て 

ま
ち
づ
く
り
推
進
局
長
答
弁 

宇
陀
市
と
は
平
成
２
７
年
１
２
月
に
「
近
鉄
榛
原
駅

周
辺
」
、「
宇
陀
松
山
周
辺
」
、「
う
た
の
古
市
場
周
辺
」
、

「
室
生
寺
門
前
お
よ
び
室
生
口
大
野
駅
周
辺
」
の
４

地
区
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
を

定
め
た
包
括
協
定
を
締
結
し
て
い
ま
す
。 

 

宿
泊
事
業
者
の
誘
致
事
業
や
周
辺
の
公
園
整
備

事
業
は
「
近
鉄
榛
原
駅
周
辺
地
区
」
で
の
取
り
組
み

の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
地
区
で
は
こ
れ
ま
で
、
県
と

市
の
関
係
課
が
参
加
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
や
、
県

市
に
加
え
、
地
元
自
治
会
、
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
、

商
工
会
・
観
光
協
会
等
が
参
加
す
る
「
ま
ち
づ
く
り

検
討
協
議
会
」
を
重
ね
て
開
催
し
、
時
間
を
掛
け
て

検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
平
成
２
９
年
４

月
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
を
策
定
し
、
基
本

協
定
を
締
結
し
て
い
ま
す
。 

 

今
般
、
宇
陀
市
長
が
宿
泊
事
業
者
の
誘
致
や
周
辺

の
公
園
整
備
に
つ
い
て
事
業
を
見
直
す
方
針
を
示

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
直
接
、
市

長
か
ら
県
に
対
し
て
の
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市

で
は
、
１
２
月
１
６
日
に
事
業
の
賛
否
を
問
う
住
民

投
票
を
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
事
業
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
現
時

点
に
お
い
て
は
、
そ
の
動
向
を
見
守
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。 

 

「
近
鉄
榛
原
駅
周
辺
地
区
」
の
基
本
構
想
に
は
、

宿
泊
事
業
者
の
誘
致
や
公
園
整
備
の
他
に
も
、
大 

和
高
原
地
域
や
県
東
部
地
域
へ
の
玄
関
口
と
し
て
、 

交
通
結
節
機
能
の
向
上
や
観
光
情
報
の
発
信
等
の

取
り
組
み
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
重
要
な
地
区 

と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

 

今
後
、
宇
陀
市
の
考
え
を
十
分
伺
っ
た
う
え
で
、

ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
に
変
更
が
生
じ
る
よ
う
で

あ
れ
ば
、
県
と
し
て
も
適
切
に
対
応
し
て
参
り
ま
す
。 

 
 公

文
書
の

ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
に

つ
い
て 

総
務
部
長
答
弁 

 

議
員
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
近
年
、
国
や
地
方
自
治

体
で
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
国
に
お
い
て
は
、
行
政
の
あ
り
方
を
デ

ジ
タ
ル
化
の
前
提
で
見
直
す
「
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン

ト
」
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
電
子
決
裁
へ
の
移
行
の

加
速
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
方
に
お
い

て
も
、
例
え
ば
茨
城
県
で
は
、
電
子
決
裁
率
が
ほ
ぼ

１
０
０
％
と
な
っ
た
こ
と
は
、
報
道
等
で
承
知
を
し

て
お
り
ま
す
。 

 
電
子
決
裁
に
移
行
し
業
務
効
率
化
を
進
め
た
場

合
、
移
行
前
は
紙
で
保
管
し
て
い
た
決
裁
文
書
を
、

移
行
後
は
決
裁
の
履
歴
と
と
も
に
電
子
的
に
保

存
・
管
理
す
る
こ
と
と
な
り
、
改
ざ
ん
防
止
や
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
化
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

県
に
お
い
て
は
、
本
年
１
０
月
に
、
文
書
管
理
等

に
関
す
る
事
務
執
行
上
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

国
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
適
正
化
の
取
組
も
参

考
に
、
「
行
政
文
書
管
理
等
の
一
層
の
適
正
化
を
図

る
取
組
に
つ
い
て
」
を
公
表
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
行
政
文
書
を
い
つ
、
誰

が
作
成
し
、
決
裁
さ
れ
た
の
か
正
確
に
記
録
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
導
入
の
是

非
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
文
書
・
電
子
デ
ー
タ
の
管
理
改
善
の
見
地

か
ら
、
行
政
文
書
の
作
成
・
保
存
の
ル
ー
ル
に
則
っ

て
書
類
の
総
点
検
を
行
い
、
保
存
文
書
の
整
理
等
に

よ
り
紙
文
書
の
総
量
を
減
ら
し
、
書
棚
の
大
幅
な
削

減
に
取
り
組
む
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
後
は
こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
き
ま
し
て
、
電
子

決
裁
シ
ス
テ
ム
導
入
の
検
討
や
紙
文
書
の
縮
減
に

つ
い
て
、
費
用
対
効
果
や
、
紙
媒
体
と
電
子
媒
体
そ

れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
等
を
考
慮
し
つ

つ
、
庁
内
で
幅
広
く
連
携
し
て
取
組
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。 

 

高
齢
者
の
在
宅
生
活
を
支
え
る
医
療
介
護

連
携
に
つ
い
て         

医
療
・介
護
保
険
局
長
答
弁 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
上
で
、
在
宅

医
療
・
介
護
連
携
は
非
常
に
重
要
な
分
野
で
あ
り
、

そ
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
地
域
に
お
い

て
在
宅
医
療
と
介
護
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

こ
の
た
め
、
県
で
は
、
在
宅
医
療
に
新
規
参
入
す

る
医
師
を
増
や
す
取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

具
体
に
は
、
県
医
師
会
等
と
連
携
し
、
新
た
に
在
宅

医
療
に
取
り
組
も
う
と
す
る
医
師
が
、
経
験
豊
富
な

医
師
に
同
行
し
、
実
際
に
在
宅
医
療
を
体
験
し
て
も

ら
う
研
修
や
、
内
科
医
と
整
形
外
科
医
等
、
異
な
る

診
療
科
の
医
師
が
一
緒
に
訪
問
す
る
モ
デ
ル
事
業

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
に
つ
き
ま
し

て
は
、
夜
間
や
休
日
で
あ
り
ま
し
て
も
、
訪
問
に
よ

り
介
護
や
看
護
を
提
供
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
を
充
実
す
る
た
め
、
市
町
村
に
対
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ

の
提
供
や
財
政
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
医
療
・
介
護
の
提
供
体
制
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
連
携
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

医
療
と
介
護
に
携
わ
る
者
同
士
が
顔
の
見
え
る
関

係
を
構
築
し
、
互
い
の
役
割
等
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

県
で
は
、
病
院
の
職
員
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
一

緒
に
な
っ
て
退
院
調
整
ル
ー
ル
を
作
り
、
そ
の
ル
ー

ル
の
実
践
・
普
及
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
良
い

関
係
の
構
築
を
進
め
る
と
と
も
に
、
優
良
事
例
の
横

展
開
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
方
、
議
員
お
述
べ
の
よ
う
に
山
間
過
疎
地
域
に

お
き
ま
し
て
は
、
医
療
・
介
護
の
提
供
体
制
を
確
保

す
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
こ

と
も
認
識
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
地
域
に
お
き
ま
し
て
は
、
県
が
調
整
役

と
な
っ
て
、
広
域
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、
医
療
と

介
護
の
提
供
体
制
を
確
保
し
連
携
を
図
っ
て
い
く

こ
と
も
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
具
体
例
を
申
し
上

げ
ま
す
と
、
南
和
圏
域
に
お
き
ま
し
て
、
市
町
村
と

南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
や
地
区
医
師
会
等
、
多

職
種
が
参
画
す
る
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
市
町
村
の

区
域
を
越
え
て
円
滑
に
サ
ー
ビ
ス
を
相
互
利
用
す

る
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

引
き
続
き
現
場
の
声
を
よ
く
聴
き
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
や
広
域
的
な
調
整
に

取
り
組
み
、
医
療
と
介
護
の
連
携
を
推
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

県
道
吉
野
室
生
寺
針
線
の
道
路
改
良 

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
長
答
弁 

県
道
吉
野
室
生
寺
針
線
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、

宇
陀
市
内
の
国
道
３
６
９
号
か
ら
室
生
寺
付
近
ま

で
の
６
．
７
ｋ
ｍ
の
区
間
は
、
山
間
部
を
通
過
し
、

幅
員
狭
小
で
か
つ
見
通
し
が
悪
く
、
安
全
で
円
滑
な

通
行
が
出
来
な
い
状
況
で
す
。
地
元
の
自
治
会
長
等

様
か
ら
改
良
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
認
識

し
て
お
り
ま
す
。 

当
該
路
線
で
す
が
、
ま
ず
集
落
が
存
在
す
る
田
口

元
角
川
地
内
に
お
い
て
、
延
長
６
３
０
ｍ
の
バ
イ
パ

ス
道
路
を
平
成
２
３
年
度
に
供
用
し
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

同
年
度
に
、
こ
の
区
間
内
を
６
つ
の
区
間
に
設
定

し
て
、
そ
の
中
で
最
も
線
形
が
悪
い
、
幅
員
が
狭
い

室
生
田
口
元
上
田
口
地
内
の
延
長
８
４
０
ｍ
区
間

を
最
優
先
に
現
在
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
こ

こ
を
最
優
先
に
や
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
区
間
で
は
、
幅
員
を
５
ｍ
に
拡
幅
し
て
、
７
箇

所
の
待
避
所
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
１
．

５
車
線
的
な
整
備
を
進
め
て
い
く
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
。
現
在
、
用
地
買
収
に
着
手
し
て
お
り
ま
す

が
、
未
買
収
地
に
つ
い
て
は
、
地
図
訂
正
や
境
界
確

定
等
の
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

用
地
が
確
保
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
今
年
度
よ
り
、

擁
壁
工
事
に
も
着
手
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
後
も
、
用
地
買
収
の
問
題
が
一
番
大
き
な
テ
ー

マ
と
思
い
ま
す
が
、
用
地
買
収
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。 

学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
教
育 

教
育
長
答
弁 

議
員
お
述
べ
の
と
お
り
、
文
部
科
学
省
が
平
成
３

０
年
１
０
月
に
公
表
し
た
実
態
調
査
で
は､

教
員
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
指
導
力
の
状
況
を
示
す
５
つ
の
指
標

に
お
い
て
、
特
に
「
教
材
研
究
な
ど
に
活
用
す
る
能

力
」「
児
童
生
徒
を
指
導
す
る
能
力
」「
校
務
に
活
用

す
る
能
力
」
の
３
つ
の
指
標
で
、
全
国
最
低
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

そ
の
背
景
に
は
、
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
１
台
あ

た
り
の
児
童
生
徒
数
、
電
子
黒
板
の
整
備
率
、
教
員

の
校
務
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
整
備
率
、
統
合
型
校
務
支

援
シ
ス
テ
ム
整
備
率
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
が
、

全
国
で
４
０
位
台
と
低
位
に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
教
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
指
導
力
の
向
上
の
た

め
に
は
、
ハ
ー
ド
の
整
備
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
教

員
が
自
主
的
・
自
発
的
に
研
修
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
年
度
、
新
た
に
教
育
研

究
所
で
教
員
免
許
状
更
新
講
習
を
実
施
し
、
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
関
す
る
講
座
を
開
設

し
、
公
立
小
・
中
学
校
と
県
立
学
校
の
教
員
の
希
望

者
す
べ
て
が
受
講
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
て

い
ま
す
。
本
年
度
は
５
９
６
名
の
教
員
が
受
講
し
ま

し
た
。 

 

一
方
、
児
童
生
徒
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
学
ぶ
環
境
を
改
善

す
る
た
め
に
、
県
立
学
校
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の

普
通
教
室
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
又
は
大
型
提
示
装
置

等
を
設
置
す
る
方
向
で
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
市

町
村
立
学
校
に
お
い
て
は
、
県
内
す
べ
て
の
市
町
村

教
育
委
員
会
が
参
加
す
る
連
絡
協
議
会
を
毎
月
開

催
し
、
学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
や
教
育
内
容
に
つ

い
て
検
討
す
る
な
ど
、
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
有

効
活
用
や
遠
隔
授
業
な
ど
の
教
育
活
動
を
支
援
し

て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
教
員
に
対
し
て
は
、
本
年
度
、
す
べ
て
の

県
立
学
校
に
お
い
て
、
１
人
１
台
の
校
務
用
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
と
統
合
型
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
市
町
村
立
学
校
に
お
い

て
は
、
５
年
以
内
に
全
市
町
村
が
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
現
在
協
議
を
重
ね
て
い
ま

す
。 

 

本
県
の
子
ど
も
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
社

会
を
主
体
的
に
生
き
抜
く
た
め
に
、
必
要
な
資
質
能

力
が
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
、
教
員
の
指
導
力
を
高

め
、
学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
充
実
に
今
後
も
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。 

  

編
集
後
記 

質
問
は
、
全
文
掲
載
す
る
と
両
面
全

体
ほ
ど
の
文
字
数
（
６
２
０
０
字
余
り
）
と
な
り
、

答
弁
を
併
せ
て
掲
載
す
る
た
め
に
、
抜
粋
し
ま
し

た
。
奈
良
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
す
べ
て

の
議
事
録
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

答
弁
者
の
写
真
掲
載
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
り
、

文
字
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
読
み
づ
ら
い
と
思
い

ま
す
が
、
お
許
し
く
だ
さ
い
。 


